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第1144号  平成18年（2006年）10月1日市のお知らせなど

 
■　

月
の
人
権
擁
護
委
員
活
動

１０
▼
子
ど
も
自
然
体
験
活
動
「
笑
顔
で

キ
ャ
ン
プ
！
」

﹇
日
程
﹈　

日
�
※
日
帰
り
﹇
内
容
﹈

２９

秋
の
味
覚
「
い
も
煮
」
を
作
ろ
う
！

﹇
対
象
﹈
小
・
中
学
生
﹇
費
用
﹈
２

千
円
（
交
通
費
ほ

か

）﹇
申
込
み
﹈　

日
１２

�
（
必
着
）
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。

往
信
用
裏
面
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒　

―
０
０

１９１

２
２
新
井　

の　

平
清
太
郎
へ

８６３

６４

▼
君
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
（
電
話
・
面
接
・
匿
名
相
談
可
）

﹇
内
容
﹈
子
ど
も
人
権
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
よ
る
い
じ
め
、
体
罰
、
不
登
校
、

児
童
虐
待
な
ど
の
相
談﹇
電
話
番
号
﹈

　

・
６
５
１
８
・
７
０
６
１

０７０
　

以
上
い
ず
れ
も
﹇
問
合
せ
先
﹈
人

権
擁
護
委
員（
平
�　

・
２
３
１
５
）、

５９１

市
長
公
室
市
民
相
談
担
当

■
ご
存
じ
で
す
か「
行
政
相
談
週
間
」

　
　

月　

日
�
〜　

日
�
は
「
行
政

１０

１６

２２

相
談
週
間
」
で
す
。
行
政
相
談
制
度

に
つ
い
て
周
知
し
、
広
く
こ
の
制
度

を
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け

て
い
る
も
の
で
す
。

　

行
政
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
、

「
説
明
に
納
得
で
き
な
い
」「
処
理
が

間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
の
苦
情
や
要

望
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日
、

市
役
所
１
階
市
民
相
談
で
行
政
相
談

を
受
け
付
け
て
い
る
ほ
か
、
行
政
相

談
委
員
は
、
電
話
で
の
相
談
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

▼
市
の
行
政
相
談
委
員

　

谷
正
幸
（
�　

・
３
７
９
０
）、
生

５８１

沼
通
男
（
�　

・
３
０
６
４
）、
古
瀬

５９１

康
紘
（
�　

・
１
５
６
０
）

５８４

▼
総
務
省
東
京
評
価
事
務
所
の
「
行

政
苦
情　

番
」　

（
�
０
５
７
０
・
０

１１０

９
０
・
１
１
０
、
�　

・
５
３
３
１

０３

・
１
７
６
１
）
※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
電

話
な
ど
の
場
合
は
、
�　

・
３
３
６

０３

３
・
１
１
０
０
へ

　

い
ず
れ
も
﹇
問
合
せ
先
﹈
市
市
長

公
室
市
民
相
談
担
当

■
生
け
垣
を
つ
く
っ
て
ま
ち
に
緑
を

　

市
で
は
一
般
家
庭
を
対
象
に
、
公

道
に
面
し
た
場
所
に
、
新
た
に
生
け

垣
を
設
置
し
た
り
、
既
存
の
ブ
ロ
ッ

ク
塀
な
ど
を
撤
去
し
て
生
け
垣
を
つ

く
り
、
ま
ち
の
緑
化
に
協
力
し
て
い

た
だ
け
る
方
に
そ
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。
必
ず
事
前
に
申

請
を
行
い
、
審
査
を
経
て
か
ら
工
事

に
着
手
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、

設
置
に
関
し
て
は
、
条
件
が
あ
り
ま

す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
緑
と
清
流
課
緑
政
係

■
下
水
道
に
油
を
流
さ
な
い
で

　

下
水
道
に
油
を
流
す
と
、
管
の
中

で
固
ま
り
、
詰
ま
っ
て
悪
臭
の
原
因

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
固
ま
っ
た
油

が
オ
イ
ル
ボ
ー
ル
に
な
り
、
川
や
海

に
流
れ
出
て
し
ま
い
ま
す
。
環
境
を

守
る
た
め
、
一
人
ひ
と
り
が
排
水
の

マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈東
京
都
下
水
道
局（
�

　

・
５
３
２
０
・
６
５
０
３
）、
市
下

０３水
道
課

■
空
き
地
の
管
理
は
所
有
者
の
責
任

で
！

　

空
き
地
に
雑
草
等
が
生
い
茂
る

と
、
害
虫
等
の
発
生
や
草
木
の
隣
地

へ
の
越
境
、
ご
み
の
不
法
投
棄
な
ど

を
招
き
ま
す
。
ま
た
、
秋
に
か
け
て

草
木
が
枯
れ
始
め
る
と
火
災
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。
空
き
地
の
管
理
は
所
有

者
の
責
任
で
行
う
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
環
境
保
全
課

■
浄
化
槽
を
お
使
い
の
方
に
３
つ
の

義
務
〜
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
は
、
適
正
な
維
持
管
理
を

行
わ
な
い
と
本
来
の
機
能
を
発
揮
で

き
ま
せ
ん
。
浄
化
槽
法
で
は
保
守
点

検
（
都
登
録
の
業
者
に
よ
る
）・
清
掃

（
市
許
可
の
業
者
に
よ
る
）・
法
定
検

査（
都
知
事
指
定
検
査
機
関
に
よ
る
）

を
使
用
者
に
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
が
正
常
に
機

能
し
て
い
る
か
を
総
合
的
に
判
断
す

る
た
め
の
年
に
一
度
の
水
質
検
査
で

す
。
皆
さ
ん
が
気
持
ち
よ
く
生
活
で

き
る
よ
う
に
、
適
正
な
維
持
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
東
京
都
多
摩
環
境
事

務
所
浄
化
槽
係（
�　

・
２
６
９
２
）、

５２８

市
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
（
�　

・
０
４

５８１

４
４
）

■
自
賠
責
保
険
・
共
済
の
期
限
は
切

れ
て
い
ま
せ
ん
か

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の

交
通
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠

償
を
目
的
と
し
て
、
原
動
機
付
自
転

車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
保
険
・
共

済
で
す
。
特
に
車
検
制
度
の
な
い
原

動
機
付
自
転
車
、　

�
以
下
の
軽
二

２５０

輪
自
動
車
は
、
期
限
切
れ
、
か
け
忘

れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
自
賠
責
制

度
の
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
（h
ttp://w

w
w
.jibai.jp

）
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
国
土
交
通
省
関
東
運

輸
局
東
京
運
輸
支
局
輸
送
部
門
（
�

　

・
３
４
５
８
・
９
２
３
３
）、
市
市

０３民
税
課

■
東
京
弁
護
士
会
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
・
サ
ラ
金
法
律
相
談
が
無
料
に
な

り
ま
し
た

　

９
月
１
日
か
ら
、
東
京
弁
護
士
会

で
運
営
し
て
い
る
左
記
の
法
律
相
談

セ
ン
タ
ー
で
の
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ

ラ
金
法
律
相
談
が
、
無
料
に
な
り
ま

し
た
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金
法
律

相
談
以
外
の
相
談
は
従
来
通
り
５
千

　

円
（
税
込
み
）
で
す
。

２５０▼
無
料
化
す
る
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

北
千
住
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
�

　

・
５
２
８
４
・
５
０
５
５
）、
池
袋

０３法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
５
９

０３

７
９
・
２
８
５
５
）、
渋
谷
パ
ブ
リ
ッ

ク
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
５

０３

７
６
６
・
８
１
０
１
）、
四
谷
法
律
相

談
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
５
２
１
４
・

０３

５
１
５
２
）、
神
田
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
（
�　

・
５
２
８
９
・
８
８
５

０３

０
）、
錦
糸
町
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

（
�　

・
５
６
２
５
・
７
３
３
６
）、

０３

東
京
弁
護
士
会
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ

金
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w
w
w
.toben.or.jp/c

onsultation/debt/

）、
三
会
ク
レ

ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金
法
律
相
談
セ
ン
タ

ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

bengoshisoudan.com

）

﹇
問
合
せ
先
﹈
市
長
公
室
市
民
相
談

担
当

 
■
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
へ

　

平
成　

年
度
医
療
制
度
改
革
に
伴

１８

う　

月
１
日
か
ら
の
変
更
点
を
お
知

１０
ら
せ
し
ま
す
。
医
療
制
度
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
今
後
も
随
時
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

�
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額

　

各
種
保
険
制
度
か
ら
支
給
さ
れ
る

出
産
育
児
一
時
金
の
基
準
額
が　

万
３５

円
に
な
り
ま
す
。
子
育
て
し
や
す
い

ま
ち
を
目
指
す
市
で
は
、
国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
出
産
育
児
一
時
金
を

平
成　

年　

月
１
日
以
降
の
出
産
か

１８

１０

ら　

万
円
に
引
き
上
げ
ま
す
。

３８
�
一
定
以
上
所
得
者
の
自
己
負
担
割

合
　

昭
和
７
年　

月
１
日
以
降
に
生
ま

１０

れ
た　

歳
以
上
の
方
で
、
一
定
以
上

７０

所
得
者
（
下
表
の
注
１
参
照
）
の
自

己
負
担
割
合
が
、
２
割
か
ら
３
割
に

変
更
に
な
り
ま
す
。

※
該
当
す
る
方
の
高
齢
受
給
者
証

は
、
９
月
下
旬
に
送
付
済
み

�
療
養
病
床
の
食
費
・
居
住
費
負
担

　

療
養
病
床
に
入
院
す
る　

歳
以
上

７０

の
方
に
つ
い
て
、
食
費
（
食
材
料
費

・
調
理
コ
ス
ト
相
当
）
の
負
担
額
が

上
が
り
、
新
た
に
居
住
費
（
光
熱
水

費
相
当
）
の
負
担
が
発
生
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
の
状
況
、
病
状
の

程
度
な
ど
に
よ
り
、
負
担
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）。

�
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

　

医
療
機
関
に
払
う
自
己
負
担
の
１

カ
月
の
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
人
工
透
析
を
要
す
る　

歳
未

７０

満
の
方
の
上
位
所
得
者
の
自
己
負
担

限
度
額
が
、
１
万
円
か
ら
２
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

※
高
額
療
養
費
に
関
す
る
詳
細
は
、

広
報
９
月　

日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い

１５

﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
給
付
係

（広告）

●療養病床の食費（１食当たり）・居住費（１日当たり）

居住費＋食費食費（１食当たり）居住費（１日当たり）

対象となる人

１０月１日から
１０月１日
から

９月まで
１０月１日
から

９月まで

３２０円＋１食当たり４６０円４６０円

２６０円

３２０円０円Ⅰ
一定以上所得者（注１）
及び一般（注２）

３２０円＋１食当たり４２０円４２０円３２０円０円Ⅱ

３２０円＋１食当たり２１０円２１０円２１０円３２０円０円
低所得者Ⅱ（住民税非課税
世帯）

３２０円＋１食当たり１３０円１３０円１００円３２０円０円
低所得者Ⅰ（年金受給額８０
万円以下等）

※入院医療の必要性の高い患者（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷（四肢まひ
が見られる状態）、難病等の患者）については、現行どおり食材料費相当のみを負担します

※一定以上所得者及び一般の方が、厚生労働大臣が定める入院食事療養費の基準に適合しているも
のとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関に入院している場合はⅠ、それ以外の医療機
関に入院している場合はⅡを適用

（注１）一定以上所得者…同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の７０歳以上の国民健康保険被保
険者（６５歳以上で老人医療の障害認定を受けている人を含む）がいる方。ただし、７０歳以
上の方の収入の合計が、２人以上の場合で５２０万円未満、１人の場合は３８３万円未満であれ
ば、申請により一般となります

（注２）一般…一定以上所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方
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地
区
担
当
の
民
生
委
員
が
、
対

象
の
高
齢
者
を
訪
問
し
、
日
ご
ろ

の
様
子
な
ど
を
伺
い
ま
す
。
こ
の

調
査
は
地
域
の
高
齢
者
と
民
生
委

員
の
交
流
促
進
を
図
る
と
と
も

に
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
自
立
し
た
生
活
を
続
け
て
い
け

る
環
境
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、

「
高
齢
者
見
守
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
に
関
す
る
意
向
や
災
害
時

に
お
け
る
要
援
護
高
齢
者
を
把
握

す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
、
今
後

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
で
の
支

え
あ
い
づ
く
り
を
検
討
す
る
基
礎

資
料
と
す
る
も
の
で
す
。
な
お
、

民
生
委
員
は
身
分
を
証
明
す
る
も

の
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

﹇
対
象
者
﹈　

歳
以
上
の
高
齢
者

７５

﹇
訪
問
期
間
﹈　

月
初
旬
〜　

月

１０

１２

下
旬
﹇
問
合
せ
先
﹈
高
齢
福
祉
課

在
宅
サ
ー
ビ
ス
係

高
齢
者
を
対
象
に

 

 
を
実
施
し
ま
す

ふふふふふふふふふふ
れれれれれれれれれれ
ああああああああああ
いいいいいいいいいい
訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪
問問問問問問問問問問
調調調調調調調調調調
査査査査査査査査査査

ふ
れ
あ
い
訪
問
調
査


